
所有者等の探索の開始等について（お知らせ）

別紙に掲げる土地は、表題部所有者不明土地（表題部所有者不明土地の登記

及び管理の適正化に関する法律（令和元年法律第１５号）第３条第１項に規定

する表題部所有者不明土地をいう。）であり、同項に基づく当該土地の所有者

等の探索を行うので、お知らせします。

また、当該土地の利害関係人は、本日から同法第１５条第２項又は第１７条

後段の公告がされるまでの間、当該土地の所有者等（所有権又は共有持分が帰

属し、又は帰属していた自然人又は法人（法人でない社団又は財団を含む。）

をいう。）について、下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができ

ます。

令和６年５月１３日 秋田地方法務局 登記官 但 野 好 次

記

意見又は資料の提出先

〒０１０－０９５１

秋田市山王七丁目１番３号

秋田地方法務局登記部門（筆界特定室）

電話 ０１８－８６２－１４４２



別紙　【本局】

手続番号 地目 地積

第４１００－２０２４－０００１号 秋田市河辺三内字五郎谷地 ２ 田 ３０

第４１００－２０２４－０００２号 秋田市河辺諸井字野田 １４７ 山林 ６８０

第４１００－２０２４－０００３号 秋田市河辺諸井字野田 １４７－１ 山林 ６７７

第４１００－２０２４－０００４号 秋田市河辺諸井字野田 １４７－２ 山林 ６７７

第４１００－２０２４－０００５号 秋田市河辺諸井字野田 １４７－３ 山林 ６８０

第４１００－２０２４－０００６号 秋田市河辺諸井字野田 １４７－４ 山林 ６７７

第４１００－２０２４－０００７号 秋田市河辺神内字船沢境 １４ ため池 ５２

第４１００－２０２４－０００８号 秋田市河辺神内字鶴巻 ２７ 原野 １３

第４１００－２０２４－０００９号 秋田市河辺神内字鶴巻 ８ 畑 ４１６

第４１００－２０２４－００１０号 秋田市河辺神内字鶴巻 ２０ 畑 １９

第４１００－２０２４－００１１号 秋田市河辺神内字田ノ沢 ３－２ 原野 ９９

第４１００－２０２４－００１２号 秋田市雄和平尾鳥字修羅沢 １４６－２ 山林 ４９５

第４１００－２０２４－００１３号 秋田市雄和平尾鳥字修羅沢 ２１ 畑 ６２

第４１００－２０２４－００１４号 秋田市雄和平尾鳥字修羅沢 １１ 原野 ５９５

第４１００－２０２４－００１５号 秋田市雄和平尾鳥字修羅沢 １５１－１ 原野 １６９

第４１００－２０２４－００１６号 秋田市雄和平尾鳥字修羅沢 ７ 墓地 ３４３

第４１００－２０２４－００１７号 秋田市雄和平尾鳥字善知鳥 ５７－１ 山林 ２４８２

第４１００－２０２４－００１８号 秋田市雄和平尾鳥字善知鳥 ５７－３ 山林 １８０４

第４１００－２０２４－００１９号 秋田市雄和平尾鳥字善知鳥 ５８－１ 山林 ６０６

第４１００－２０２４－００２０号 秋田市雄和平尾鳥字善知鳥 ３２ 山林 ６６１

第４１００－２０２４－００２１号 秋田市雄和平尾鳥字善知鳥 １５ 原野 ６９４

第４１００－２０２４－００２２号 秋田市雄和平尾鳥字善知鳥 １１４ 墓地 ２３９

第４１００－２０２４－００２３号 秋田市雄和平尾鳥字善知鳥 １７ 墓地 ７９

第４１００－２０２４－００２４号 秋田市雄和平尾鳥字藤森 ５０－１ 宅地 ３７４・６７

第４１００－２０２４－００２５号 秋田市雄和平尾鳥字藤森 ５０－２ 宅地 １４１・６３

第４１００－２０２４－００２６号 秋田市雄和平尾鳥字藤森 ５８－１ 保安林 １７１

第４１００－２０２４－００２７号 秋田市雄和平尾鳥字藤森 １６０－１ 山林 ３３０

第４１００－２０２４－００２８号 秋田市雄和平尾鳥字藤森 ６３－１ 宅地 ７・５７

第４１００－２０２４－００２９号 秋田市雄和平尾鳥字藤森 ６３－２ 公衆用道路 ３２

第４１００－２０２４－００３０号 秋田市雄和平尾鳥字藤森 １１０ 山林 ８５９

第４１００－２０２４－００３１号 秋田市雄和平尾鳥字藤森 ９３－１ 雑種地 ３５

表題部所有者不明土地に係る所在事項
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別紙　【本局】

手続番号 地目 地積表題部所有者不明土地に係る所在事項

第４１００－２０２４－００３２号 秋田市雄和平尾鳥字藤森 ７５ 墓地 ３１６

第４１００－２０２４－００３３号 秋田市雄和平尾鳥字藤森 ７３ 墓地 １１５

第４１００－２０２４－００３４号 秋田市雄和平尾鳥字藤森 ２６－１ 宅地 ７１９・７８

第４１００－２０２４－００３５号 男鹿市船越字寺後 １６ 墓地 ２７１

第４１００－２０２４－００３６号 男鹿市船越字寺後 ５５ 墓地 ３９６

第４１００－２０２４－００３７号 男鹿市船越字寺後 ６５ 墓地 ２４７

第４１００－２０２４－００３８号 男鹿市船越字船越 ２７２ 墓地 ６４７

第４１００－２０２４－００３９号 男鹿市船越字船越 ２８７ 墓地 １０３１

第４１００－２０２４－００４０号 男鹿市脇本脇本字脇本 ６０ 墓地 ２８０
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所有者等の探索の開始等について（お知らせ）

下記２の土地は，表題部所有者不明土地（表題部所有者不明土地の登記及び

管理の適正化に関する法律（令和元年法律第１５号）第３条第１項に規定する

表題部所有者不明土地をいう。）であり，同項に基づく当該土地の所有者等の

探索を行うので，お知らせします。

また，当該土地の利害関係人は，本日から同法第１５条第２項又は第１７条

後段の公告がされるまでの間，当該土地の所有者等（所有権又は共有持分が帰

属し，又は帰属していた自然人又は法人（法人でない社団又は財団を含む。）

をいう。）について，下記５の提出先宛てに意見又は資料を提出することがで

きます。

令和６年６月２５日 秋田地方法務局 登記官 但 野 好 次

記

１ 手続番号

第４１００－２０２４－００４１号

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項

秋田市河辺和田字堀切沢 ２６番

３ 地目

原野

４ 地積

１８４平方メートル

５ 意見又は資料の提出先

〒０１０－０９５１

秋田市山王七丁目１番３号

秋田地方法務局登記部門（筆界特定室）

電話 ０１８－８６２－１４４２


